
『 あた らしい憲法 の はな し』

みなさんの中には、こんどの戦争に、お とうさんやにいさんを送 りだ

された人 も多いで しょう。 ごぶ じにおかえ りになったで しょうか。そ

れ ともとうとうおかえりにならなかったで しょうか。また、くうしゅう

で、家や うちの人を、なくされた人 も多いで しょう。いまやっと戦争は

おわ りました。二度 とこんなおそろしい、かな しい思いをした くない と

思いませんか。 こんな戦争をして、 日本の国はどんな利益があったで し

ょうか。何 もあ りません。ただ、おそろしい、かなしいことが、たくさ

んおこっただけではあ りませんか。戦争は人間をほろぼす ことです。世

の中のよいものをこわす ことです。だか ら、こん どの戦争をしかけた国

には、大きな責任があるといわなければな りません。 このまえの世界戦

争のあとでも、もう戦争は三度 とや るまい と、多 くの国々ではいろいろ

考えましたが、またこんな大戦をおこして しまったのは、まことに残念

なことではあ りませんか。

そこでこんどの憲法では、 日本の国が、けつして二度 と戦争をしない

ように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦 も飛行機 も、

お よそ戦争 をす るためのものは、いっさい もたない とい うことです。

これか らさき日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。 これを戦力の

放棄 といいます。「放棄」 とは 「すてて しま う」 とい うことです。しかし

みなさんは、けっして心ばそく思 うことはあ りません。

日本は正 しいことを、ほかの国よりさきに行つたのです。世の中に、

正 しいことくらい強いものはあ りません。

もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、

相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめた

のです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜ

ならば、いくさをしかけることは、けつきょく、じぶんの国をはろぼすよう

なはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手をお

どすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。

これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国となかよくして、世界

中の国が、よい友だちになつてくれるようにすれば、日本の国は、さかえて

ゆけるのです。
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「六 戦 争 の放 棄 」 よ り


